
看護師の業務範囲の基本的な考え方 
   現行の保健師助産師看護師法の「診療の補助」の範囲を通知等により明確化する場合、すべての看護
師が実施可能となることから、その範囲については、看護師全体の平均的な能力を前提に検討する必要
がある。 

＜これまでに出された「診療の補助」にかかる業務範囲の明確化に関する通知例＞ 
 
 

●看護師等による静脈注射の実施について （平成14年9月30日 医政発0930002号） 

 １  医師又は歯科医師の指示の下に保健師、助産師、看護師及び准看護師（以下「看護師等」という。）が行う静脈注射は、保健
師助産師看護師法第５条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする。 

 ２  ただし、薬剤の血管注入による身体への影響が大きいことに変わりはないため、医師又は歯科医師の指示に基づいて、看護
師等が静脈注射を安全に実施できるよう、医療機関及び看護師等学校養成所に対して、次のような対応ができるよう周知方お
願いしたい。 

  （１） 医療機関においては、看護師等を対象にした研修を実施するとともに、静脈注射の実施等に関して、施設内基準や看
護手順の作成・見直しを行い、また個々の看護師等の能力を踏まえた適切な業務分担を行うこと。 

   （２） 看護師等学校養成所においては、薬理作用、静脈注射に関する知識・技術、感染・安全対策などの教育を見直し、必
要に応じて強化すること。 

 
 

●医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について（平成19年12月28日 医政発1228001号）  

  良質な医療を継続的に提供していくためには、各医療機関に勤務する医師、看護師等の医療関係職、事務職員等が互いに過
重な負担がかからないよう、医師法（昭和２３年法律第２０１号）等の医療関係法令により各職種に認められている業務範囲の中
で、各医療機関の実情に応じて、関係職種間で適切に役割分担を図り、業務を担っていくことが重要である。 

２  役割分担の具体例  

 （３）医師と看護師等の医療関係職との役割分担 

  １）薬剤の投与量の調節 

   患者に起こりうる病態の変化に応じた医師の事前の指示に基づき、患者の病態の変化に応じた適切な看護を行うことが可
能な場合がある。例えば、在宅等で看護にあたる看護職員が行う、処方された薬剤の定期的、常態的な投与及び管理につい
て、患者の病態を観察した上で、事前の指示に基づきその範囲内で投与量を調整することは、医師の指示の下で行う看護に含
まれるものである。 
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